
シニア人材活用による賃上げ環境整備事業補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 埼玉県シニア人材バンク（以下「バンク」という。）を通じてシニア人

材を確保して生産性向上等を図り、賃上げにつなげる環境整備に取り組む中小

企業に対し、予算の範囲内において、シニア人材活用の費用の一部を補助する

ことにより、県内経済の持続的発展を推進する。 

２ 前項による補助金の交付に関しては、補助金等の交付手続等に関する規則

（昭和４０年埼玉県規則第１５号。以下「規則」という。）に定めるもののほ

か、この要綱に定めるところによる。 

 

 （定義） 

第２条 この要綱において「中小企業」とは、中小企業等経営強化法（平成１１

年法律第１８号）第２条第１項に規定する中小企業者であり、埼玉県内に事業

所を有する者をいう。 

２ この要綱において「シニア人材」とは、専門分野での通算１０年程度の経験

など、スキル・ノウハウを発揮して中小企業を支援する５０歳以上の者をい

う。 

 

 （補助事業者） 

第３条 補助事業者は、バンクを通じてシニア人材を確保して生産性向上等を図

り、賃上げにつなげる環境整備に取り組む中小企業とする。 

  

 （補助対象事業） 

第４条 この補助金の交付対象となる事業は、別表１のとおりとする。 

 

 （交付基準） 

第５条 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）、補助率及

び補助限度額は別表１のとおりとする。 

２ 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、その

端数金額を切り捨てるものとする。 

 

 （交付の申請） 

第６条 規則第４条第１項の申請書の様式は、様式第１号のとおりとする。 

２ 規則第４条第２項各号に掲げる事項に係る書類の添付は要しない。  

 

 （暴力団排除等に関する誓約）  

第７条 補助事業者は、別紙１記載の誓約事項について補助金の交付申請前に確

認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれに同意したものとする。  

 



 （交付決定の通知） 

第８条 規則第７条の交付決定通知書の様式は、様式第２号のとおりとする。  

 

 （事業内容の変更等） 

第９条 補助事業者は補助事業の内容を変更（次項の軽微な変更を除く。）、中

止又は廃止しようとするときは、あらかじめ様式第３号の変更等承認申請書を

県に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 前項の軽微な変更とは、補助対象経費の増減が２０％以内のものとする。

（ただし、補助対象経費が増額しても、交付決定額は増額しない。）  

３ 県は、第１項の規定による変更等承認申請書の提出があったときは、審査の

上、交付決定の変更等を行い、様式第４号の変更等承認通知書により補助事業

者に通知するものとする。 

 

 （実績報告書の様式等） 

第 10 条 規則第１３条の実績報告書の様式は、様式第５号のとおりとする。 

２ 規則第１３条の実績報告書の提出期限は、補助事業が完了（補助事業の中止

又は廃止の承認を受けたときを含む。）した日から３０日以内又は当該年度の

３月１０日のいずれか早い日までとする。 

 

 （額の確定） 

第 11 条 県は、前条の実績報告書の提出があったときは、当該報告書の審査及び

必要に応じて行う現地調査等により、交付すべき額を確定し、様式第６号の確

定通知書により補助事業者に通知するものとする。 

 

 （補助金の請求） 

第 12 条 補助金の支払は精算払によるものとし、補助事業者は、様式第７号の

交付請求書により県に請求する。 

２ 県は、前項の請求書の内容を審査し、適当と認めるときは補助金を交付する

ものとする。 

 

（補助対象経費の返還に伴う補助金の返還）  

第 13 条 補助事業者は、補助金の交付を受けた後に、補助対象経費の返還を受

けた場合は、様式第８号の返還に係る報告書により速やかに県に報告しなけれ

ばならない。 

２ 県は、前項の規定による報告があった場合、補助金の全部又は一部の支給決

定を取り消し、補助金を返還させるものとする。 

 

 

 

 



 （帳簿等の保存期間） 

第 14 条 補助事業者は、規則第２０条第１項の帳簿書類を補助事業の完了の日

から起算して６年を経過した日の属する県の会計年度の末日まで保存しなけれ

ばならない。 

 

 （その他） 

第 15 条 県は、補助事業者に要綱に違反する事項が発覚した場合、交付決定を

取り消すとともに、補助金を返還させるものとする。 

２ この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、知事が

別に定める。 

 

   附  則  

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。  



 別表１ 

補助対象事業 

次の条件により取り組む賃上げにつなげる環境整備。 

なお、補助対象者は１社につき１名とする。  

①  シニア人材を活用して生産性向上等を図り賃上げにつな

げる環境整備に向けた方針を作成し、シニア人材活用に

よる賃上げ環境整備事業の企業開拓員の確認を受けるこ

と。 

②  上記①に基づき、バンクを通じてシニア人材を確保（採

用・転籍だけでなく、副業・兼業等を含む）すること。  

③  上記①②に基づき、シニア人材を活用して生産性向上等

を図り、賃上げにつなげる環境整備に取り組むこと。  

④  上記②のシニア人材が、交付の申請を行おうとする中小

企業の役員 ※の３親等以内の親族でないこと。 

※会社法（平成１７年法律第８６号）第４２３条で定め

る役員等（取締役、会計参与、監査役、執行役又は会

計監査人）を指す。 

⑤  上記②のシニア人材との雇用契約日又は委託契約日が当

該年度の補助金の交付の申請の受付開始日以降であるこ

と。 

補助対象経費 

補助事業者が補助対象事業の条件②のシニア人材に支払う所

定内給与（労働契約、事業所の就業規則等によりあらかじめ

定められている支給条件、算定方法によって支給する給与の

うち、超過労働給与額を差し引いた額をいい、精皆勤手当、

通勤手当及び家族手当を除く。）又は労働に対する報酬（副

業・兼業等に係る業務委託費等の全部又は一部）で、当該年

度の２月２８日までの労働に対するもの（上限８ヶ月分）、

か つ 、 当 該 年 度 の ３ 月 １ ０ 日 ま で に 支 払 が 完 了 し て い る も

の。 

なお、消費税額及び地方消費税額は含まないものとする。  

補助率 補助対象経費の１０分の８（千円未満切り捨て） 

補助限度額 
採用・転籍の場合  ２６０万円 

副業・兼業等の場合  ６０万円 

 







別紙２

該当する方に「〇」を入力。未定の場合は空欄で結構です。

２　賃上げにつなげる環境整備等

３　シニア人材の確保に関する事項

月 日

月 日

着色部分は必須項目

（具体的に）

事業内容
詳細

経営課題
（新たな取り組み）

1

2

本社

資本金URL （前年度実績）
従業員数

売上高
人

補助申請額

業 種 事業内容

賃上げにつなげる
環境整備の

具体的な内容

環境整備における
シニア人材の

具体的な役割／
必要とする人材像

環境整備の
開始時期 （具体的に）

申請日の属する月の
前月の平均所定内給与

支給額（小数点第2位以
下切り捨て）

環境整備の完了時期に
想定する平均所定内

給与支給額（小数点第
2位以下切り捨て）

日契約(予定)日 年 月

円
2月28日までの
所定内給与又は

報酬
（消費税は含まない。）

契約(予定)期間
(副業・兼業のみ)

年

シニア人材のバンクの
登録人材ID

採用
転籍

所在地

副業・
兼業等賃上げにつなげる環境整備に向けた方針

１　企業概要

会社名

シニア人材が
取り組む区分

想定される
役職

環境整備の
完了見込み時期

日

業務開始(予定)日

　　　　　　　　　円
年　　月時点

　　　　　　　　　円
年　　月時点

（具体的に）

千円

賃上げの想定

年

月 〜 年


















